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レコード会社

（レコードを売る）

プロダクション

（アーティストを売る）

音楽出版社

（楽曲を売る）

アーティスト
（楽曲を創作する）
（楽曲を演奏する）
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①レコーディング契約
②著作権契約
③マネージメント契約

④原盤共同制作契約
⑤原盤提供契約
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原盤：レコードの音源となるもので、アーティストの実演を収録した最初の
固定物をいう。原盤に関する契約書では、「編集済み磁気テープ」と定義する
ことが多いので、その場合は２チャンネルにトラックダウンしたマスターテープ
（いわゆる「完パケテープ」といわれるもの。「完パケ」とは完全パッケージの
略）をいう。したがって、マルチテープは原盤には該当しないことになる。
ただし、マスターテープもマルチテープも著作権法上の「レコード製作者」
（原盤制作者のこと）としての権利関係は同じである。なお、記録素材としては
磁気テープに限らず、あらゆる媒体を含む。ＤＶＤなどビデオグラムの画源も
原盤という。

原盤権：原盤に関する著作権法上の権利（レコード用原盤であれば著作隣接
権、ビデオグラム用原盤であれば著作権）をいうが、「アーティストの実演を収
録して原盤を制作する権利」のことをさす場合もある。
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出版権：一般的には著作物を印刷・出版の方法によって利用する権利をいい、
著作権法上は「出版権の設定」に関する用語で、著作物を出版することに
関する排他的な権利をいうが、音楽業界では、多くの場合、「音楽出版社が
有する楽曲の著作権」のこと。あるいは、「楽曲の著作権を音楽出版社として
管理する権利」のことをいっている。単に「出版」というときも同じ意味。
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